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5. 2 大気質 

5. 2. 1 現況調査 

(1) 調査内容 

事業計画地周辺における大気質の現況濃度、経年変化及び環境基準の達成状況を把

握するため、既存資料調査を実施した。また、既存資料及び現地踏査により事業計画

地近傍における住居地等の配置の状況について調査した。 

調査の内容は表 5-2-1 に、現況調査地点は図 5-2-1 に示すとおりである。 

 

表 5-2-1 調査内容 

 

調査対象項目 調査対象範囲・地点 調査対象期間 調査方法 

大気質の状況 

・窒素酸化物 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

事業計画地近傍の大気汚染

常時監視測定局 

（一般環境大気測定局） 

・菅北小学校局 

平成26～30年度 

（５年間） 

既存資料調査 

大阪市環境白書 

平成27～令和元年度版 

（大阪市、平成27～令和元年）

2018（平成 30）年度 

大気汚染常時監視測定局 

測定結果（年報） 

（大阪府、令和元年） 気象の状況 

・風向、風速 

事業計画地近傍の大気汚染

常時監視測定局 

（一般環境大気測定局）

・聖賢小学校局 

平成29年度 

（１年間） 

住居地等の配置の状況 事業計画地近傍 

既存資料調査 

適宜 

現地踏査 

令和元年６月 

既存資料調査 

・北区建物用途別土地利用現況図

（大阪市、平成25年） 

・ゼンリン住宅地図 大阪市北区

（㈱ゼンリン、平成25年） 

現地踏査 
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図 5-2-1 現況調査地点の位置 
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(2) 調査結果 

① 大気質の状況 

ａ．窒素酸化物 

菅北小学校局における二酸化窒素濃度の年平均値の経年変化及び平成 30 年度

の年間測定結果は、表 5-2-2(1)、(2)に示すとおりである。 

平成 26～30 年度の年平均値は 0.016～0.019ppm であり、平成 30 年度の年平均

値は 0.016ppm であった。 

また、平成 30 年度の日平均値の年間 98％値は 0.036ppm となっており、環境基

準の長期的評価を満足している。 

 

表 5-2-2(1) 二酸化窒素年平均値の経年変化（平成 26～30 年度） 

単位：ppm 

測定局 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

菅北小学校 0.019 0.019 0.017 0.018 0.016 

出典：「大阪市環境白書 令和元年度版」（大阪市、令和元年） 

 

表 5-2-2(2) 二酸化窒素測定結果（平成 30 年度） 
 

測定局 
年平均値 

日平均値が0.06ppm
を超えた日数 
とその割合 

日平均値 

の年間 

98％値 

98％値評価による

日平均値が0.06ppm

を超えた日数 

ppm 日 ％ ppm 日 

菅北小学校 0.016 0 0.0 0.036 0 

出典：「2018（平成 30）年度 大気汚染常時監視測定局測定結果（年報）」 

（大阪府、令和元年） 

 

菅北小学校局における窒素酸化物の平成 26 年度から 30 年度の年間測定結果は、

表 5-2-3 に示すとおりである。 

 

表 5-2-3 窒素酸化物測定結果（平成 26～30 年度） 

単位：ppm 

測定局 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

菅北小学校 0.023 0.023 0.021 0.023 0.021 

出典：「大阪市環境白書 平成 27～令和元年度版」（大阪市、平成 27～令和元年） 
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ｂ．浮遊粒子状物質 

菅北小学校局における浮遊粒子状物質濃度の年平均値の経年変化及び平成 30

年度の年間測定結果は、表 5-2-4(1)、(2)に示すとおりである。 

平成 26～30 年度の年平均値は 0.021～0.024mg/ｍ3であり、平成 30 年度の年平

均値は 0.021mg/ｍ3であった。 

また、平成 30 年度の１時間値が 0.20mg/ｍ3 を超えた時間および日平均値が

0.10mg/ｍ3 を超えた日はなく、環境基準の短期的評価を満足している。日平均値

の２％除外値は 0.047mg/ｍ3であり環境基準の長期的評価を満足している。 

 

 

表 5-2-4(1) 浮遊粒子状物質年平均値の経年変化（平成 26～30 年度） 

単位：mg/ｍ3 

測定局 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

菅北小学校 0.024 0.022 0.021 0.022 0.021 

出典：「大阪市環境白書 令和元年度版」（大阪市、令和元年） 

 

表 5-2-4(2) 浮遊粒子状物質測定結果（平成 30 年度） 

 

測定局 
年平均値 

１時間値が
0.20mg/ｍ3を超
えた時間数とそ
の割合 

日平均値が
0.10mg/ｍ3を
超えた日数と
その割合 

日平均 
値の２％
除外値 

日平均値が
0.10mg/ｍ3を 
超えた日が 
２日以上 
連続した 
ことの有無 

環境基準の
長期的評価に
よる日平均値
が0.10mg/ｍ3

を超えた日数

mg/ｍ3 時間 ％ 日 ％ mg/ｍ3 有×･無○ 日 

菅北小学校 0.021 0 0.0 0 0.0 0.047 ○ 0 

出典：「2018（平成 30）年度 大気汚染常時監視測定局測定結果（年報）」 

（大阪府、令和元年） 
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② 気象の状況 

平成 29 年度における聖賢小学校局における風配図は、図 5-2-2 に示すとおりで

ある。最多風向は北北東と西南西であり、どちらの風向の出現頻度も 13.3％とな

っている。平成 29 年度の年間の平均風速は 2.0ｍ/ｓであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）図中の実線は平均風速を示し、そのスケールは内円が

2.5ｍ/ｓを、外円が5.0ｍ/ｓを示す。 

 

図 5-2-2 聖賢小学校局における風配図（平成 29 年度） 

 

 

③ 住居地等の配置の状況 

事業計画地近傍における住居地、学校教育法第１条に規定する学校及び病院の位

置は、図 5-2-3 に示すとおりである。北街区の西側には住居地が点在し、東側は道

路を挟んで集合住宅がある。また、南街区においては、やや離れているものの住居

地が点在している。 

なお、事業計画地周辺の現在の土地利用の状況は、主に大規模な業務施設、商業

施設、西側に住宅地が点在する状況であり、将来の土地利用においても、現在と同

様の土地利用が図られていくと考えられる。 
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図 5-2-3 住居地等の位置 
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5. 2. 2 施設の利用に伴う影響の予測・評価 

(1) 施設の供用 

① 予測内容 

施設の利用に伴う影響として、施設の供用により発生する排出ガスが、事業計画

地周辺の大気質に及ぼす影響について、大気拡散式による数値計算により予測した。

予測内容は表 5-2-5 に示すとおりである。 

予測範囲は、事業計画地及びその周辺地域とした。 

予測時期は、施設供用時とした。 

 

表 5-2-5 予測内容 

 

予測項目 対象発生源 予測範囲・地点 予測時点 予測方法 

施設の供用により発生

する排出ガスの影響 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

（年平均値、日平均値 

の年間 98％値または 

２％除外値） 

熱 源 施設及び

事 業 計 画地 内

走行車両 

事業計画地及び

その周辺地域 
施設供用時 

プルーム及び

パフモデル式

により予測 
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② 予測方法 

ａ．予測手順 

施設の供用により発生する排出ガスについては、二酸化窒素、浮遊粒子状物質

の年平均値等を予測した。その予測手順は、図 5-2-4 に示すとおりである。 

施設から発生する排出ガスについて、施設計画等を元にその排出位置及び大気

汚染物質排出量等を設定した。そして、拡散モデルによる予測計算を行い、施設

から発生する大気汚染物質の寄与濃度を予測した。また、得られた寄与濃度とバ

ックグラウンド濃度から、将来の環境濃度を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-4 施設の供用により発生する排出ガスの予測手順 

寄 与 濃 度 の       

年平均値予測 

発生源モデル 拡 散 モ デ ル 気 象 モ デ ル 

拡 散 計 算 

バックグラウンド濃度

環境濃度予測 

（年平均値） 

施 設 計 画 

ＮＯＸ→ＮＯ２ 

変換式（環境濃度） 

日平均値の年間98％値
及び日平均値の２％除

外値への変換式 

環境濃度予測 

（日平均値）



159 

ｂ．予測モデル 

寄与濃度は、「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（公害研究対策セン

ター、平成 12 年）等に示されている手法を用い、周辺での着地濃度を算出した。

メッシュ間隔は 50ｍとした。 

 

（ａ）拡散モデル 

ア．拡散式 

（ア）有風時（風速 1.0ｍ/ｓ以上） 

 

Ｃ（Ｒ，ｚ） ：煙源からの風下距離Ｒ（ｍ）の濃度（ppm，mg/ｍ3） 

Ｒ ：煙源から計算点までの風下距離（ｍ） 

ｚ ：計算点のｚ座標（ｍ） 

ＱＰ ：点煙源強度（ｍ3
Ｎ/s，kg/s） 

ｕ ：風速（ｍ/ｓ） 

Ｈｅ ：有効煙源高（ｍ） 

σｚ ：拡散パラメータ（ｍ） 

 

（イ）弱風時（風速 0.5～0.9ｍ/ｓ） 

 

Ｃ（Ｒ，ｚ） ：煙源からの風下距離Ｒ（ｍ）の濃度（ppm，mg/ｍ3） 

Ｒ ：煙源から計算点までの風下距離（ｍ） 

ｚ ：計算点のｚ座標（ｍ） 

ＱＰ ：点煙源強度（ｍ3
Ｎ/s，kg/s） 

ｕ ：風速（ｍ/ｓ） 

Ｈｅ ：有効煙源高（ｍ） 

α,γ ：拡散パラメータ 
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（ウ）無風時（風速 0.4ｍ/ｓ以下） 

 

 

 

Ｃ（Ｒ，ｚ）：煙源からの風下距離Ｒ（ｍ）の濃度（ppm，mg/ｍ3） 

Ｒ ：煙源から計算点までの風下距離（ｍ） 

ｚ ：計算点のｚ座標（ｍ） 

ＱＰ ：点煙源強度（ｍ3
Ｎ/s，kg/s） 

Ｈｅ ：有効煙源高（ｍ） 

α,γ ：拡散パラメータ 

 

イ．拡散パラメータ 

有風時の拡散パラメータについては、図 5-2-5 に示すスミスの粗度修正に

よるパスキル－ギフォード図（Ｐ-Ｇ-Ｓ図）から求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-5 パスキル－ギフォード図（Ｐ-Ｇ-Ｓ図） 

 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」 

（公害研究対策センター、平成 12 年） 
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弱風時、無風時は表 5-2-6 に示す拡散パラメータを用いた。 

 

表 5-2-6 無風時、弱風時に係る拡散パラメータ 

 

安定度 
無風時（≦0.4ｍ/ｓ） 弱風時（0.5～0.9ｍ/ｓ） 

α γ α γ 

Ａ 0.948 1.569 0.748 1.569 

Ａ－Ｂ 0.859 0.862 0.659 0.862 

Ｂ 0.781 0.474 0.581 0.474 

Ｂ－Ｃ 0.702 0.314 0.502 0.314 

Ｃ 0.635 0.208 0.435 0.208 

Ｃ－Ｄ 0.542 0.153 0.342 0.153 

Ｄ 0.470 0.113 0.270 0.113 

Ｅ 0.439 0.067 0.239 0.067 

Ｆ 0.439 0.048 0.239 0.048 

Ｇ 0.439 0.029 0.239 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」 

（公害研究対策センター、平成 12 年） 

 

ウ．弱風時の風向出現率の補正 

計算時に使用する風向 i（i＝1～16 方位）の出現率を風速ｕと水平拡散パ

ラメータαにより以下のように補正した。 
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     の場合、       である計算範囲については風向出現

率をさらに以下のように補正した。 

 

 

fi ：観測による各風向の出現率 

fci、fcci  ：拡散計算に用いる補正した風向出現率 

 

エ．濃度の重合 

有風時、弱風時及び無風時の拡散計算を、気象条件毎に各発生源について

行い、次式によって重合し、さらに、各発生源を重合して予測地点における

年平均値を求めた。 

 

 

 Ｃ(Ｒ) ：予測地点Ｒの濃度(ppm，mg/ｍ3) 

 Ｃ1(Ｄi,Ｕj,Ｓk) ：風向Ｄi,風速Ｕj,安定度Ｓkの時の濃度（有風時、弱風時） 

   (ppm，mg/ｍ3) 

 ｆ1(Ｄi,Ｕj,Ｓk) ：風向Ｄi,風速Ｕj,安定度Ｓkの時の出現頻度 

 Ｃ2(Ｓk) ：安定度Ｓkの時の濃度（無風時）(ppm，mg/ｍ3) 

 ｆ2(Ｓk) ：安定度Ｓk（無風時）の出現頻度 

 

注：出現頻度＝風向Ｄi,風速Ｕj,安定度Ｓkの出現度数/全度数 

 

 

（ｂ）二酸化窒素への変換式 

窒素酸化物から二酸化窒素への変換については、平成 26～30 年度の大阪市

内の一般環境大気測定局の実測値から求めた変換式を用いた。 

 

［ＮＯ２］=1.754［ＮＯＸ］0.747 （相関係数 r=0.955） 

 

[ＮＯ２]：二酸化窒素の年平均値（ppb） 

[ＮＯＸ]：窒素酸化物の年平均値（ppb） 
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（ｃ）年平均値から日平均値への変換式 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値から日平均値への変換については、

平成 26～30 年度の大阪市内の一般環境大気測定局の実測値から求めた変換式

を用いた。 

 

[ＮＯ２]Ｄ=1.4587・[ＮＯ２]Ｙ＋0.0116 （相関係数 r=0.889） 

[ＳＰＭ]Ｄ=1.7705・[ＳＰＭ]Ｙ＋0.0101 （相関係数 r=0.805） 

 

[ＮＯ２]Ｄ ：二酸化窒素の日平均値の年間 98％値（ppm） 

[ＮＯ２]Ｙ ：二酸化窒素の年平均値（ppm） 

[ＳＰＭ]Ｄ：浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値（mg/ｍ3） 

[ＳＰＭ]Ｙ ：浮遊粒子状物質の年平均値（mg/ｍ3） 

 

（ｄ）発生源モデル 

ア．発生源諸元 

固定発生源としてガス焚温水ヒーター、ガス給湯器、コージェネレーショ

ンシステム、ガス焚温水ボイラ、吸収式冷温水発生機、冷温水発生機、バイ

オ用ボイラ、バイオ用コージェネレーションシステム及び温水器等、移動発

生源として事業計画地内駐車場に出入りする施設関連車両とした。 

固定発生源はその煙突を点源として、移動発生源は排気口または開口部を

点源としてモデル化を行った。 

稼働時間帯は事業計画に基づき、吸収式冷温水発生機、排熱投入型吸収式

冷温水発生機（ジェネリンク）、ガス焚温水ボイラ（152.0、348.0ｍ3
N/h）

については７時～22 時の 15 時間とし、その他の機器については０時～24 時

の 24 時間とした。移動発生源については 24 時間とした。また、年間の稼働

日数は、年間 365 日稼働するものとした。 

固定発生源の排出高は、実排出口高さと排出ガスの熱上昇高から求めた有

効煙突高とした。駐車場の排気口については実高さ（１階部は２ｍ高さ、２

階部は６ｍ高さ、３階部は 10ｍ高さ）とした。 

固定発生源の機器の諸元は、表 5-2-7 に示すとおりである。また、移動発

生源の日あたり台数は表 5-2-8 に示すとおりである。 
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表 5-2-7 機器の諸元（1 台あたり） 

 

機器名称 
能力（燃料
使用量） 
（ｍ3

N/h） 

ＮＯＸ濃度 
（０２０％換算）

（ppm） 

実排出口
高さ 
（ｍ） 

台数 
(台) 

ガス給湯器 9.0 60 8 2 

コージェネレーションシステム 95.0 150 50 2 

ガス焚温水ヒーター 34.4 60 55 2 

ガス給湯器 9.0 60 55 10 

ガス焚温水ボイラ 53.7 60 125 6 

ガス焚温水ボイラ 45.3 60 181 4 

ガス焚温水ボイラ 57.3 60 181 5 

ガス焚温水ボイラ 57.3 60 125 3 

ガス焚温水ボイラ 73.6 60 125 3 

吸収式冷温水発生機＊ 88.3 40 125 2 

ジェネリンク＊ 173.8 40 125 2 

ガス焚温水ボイラ＊ 152.0 110 125 4 

吸収式冷温水発生機＊ 280.2 60 125 4 

ガス焚温水ボイラ＊ 348.0 171 125 3 

冷温水発生機 420.0 60 191.3 4 

温水ボイラ 463.0 171 191.3 2 

コージェネレーションシステム 174.5 100 39.1 3 

バイオ用ボイラ 30.0 80 39.1 1 

バイオ用コージェネレーション

システム 
13.0 150 39.1 2 

温水器 83.6 60 37.4 2 

温水器 60.0 60 37.4 2 

＊：７～22 時までの 15 時間稼働。 

 

表 5-2-8 移動発生源の台数 

単位：台/日 

地区 
小型車（乗用車） 大型車（普通貨物車） 

平日 休日 平日 休日 

北街区 320 380 20 10 

南街区 1,490 1,300 90 30 
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イ．排出量の算定 

固定発生源は、機器の諸元及び機器の運転計画に基づき、排出ガス量、排

出ガス温度、窒素酸化物排出量並びに浮遊粒子状物質排出量を設定した。な

お、窒素酸化物排出量は排出ガス量と機器のＮＯＸ濃度から設定し、浮遊粒

子状物質排出量は都市ガス使用量とＳＰＭ排出係数（「浮遊粒子状物質汚染

予測マニュアル」（浮遊粒子状物質対策検討会、平成９年）に記載の排出係

数（0.0071kg/103ｍ3））から設定した。 

移動発生源は、平成 28 年度の車種別大気汚染物質排出原単位（「自動車

交通環境影響総合調査報告書」（環境省、平成 30 年）に記載のＮＯＸ、ＰＭ

排出係数）に台数及び走行距離を乗じることにより排出量を設定した。なお、

年間日数は平日 295 日、休日 70 日とした。また、駐車場内の走行速度は

10km/h、駐車場内の走行距離については、北街区北棟は 860ｍ、北街区南棟

は 1,720ｍ、南街区北棟は 1,140ｍ、南街区南棟は 1,220ｍとした。 

予測計算に用いた固定発生源１台あたりの煙源諸元を表 5-2-9 に、環境省

資料に基づく自動車の大気汚染物質排出原単位を表 5-2-10 に、排出源位置

を図 5-2-6 に示す。 

なお、駐車場内のスロープ部については表 5-2-11 に示す縦断勾配補正を

行った。供用時の大気汚染物質排出量の算定結果は、表 5-2-12 に示すとお

りである。 
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表 5-2-9 煙源諸元（１台あたり） 

 

NO. 機器名称 
能力（燃料
使用量） 
（ｍ3

N/h） 

窒素酸化
物排出量
(ｍ3

N/h) 

浮遊粒子状物質
排出量 
(kg/h) 

排出 
ガス量 
(ｍ3

N/h) 

排出 
ガス温度
（℃） 

実排 
出口 
高さ 
（ｍ）

１ ガス給湯器 9.0 0.0077 0.00006 129.0 100 8 

２ 
コージェネレー

ションシステム
95.0 0.2043 0.00067 1,362.0 405 50 

３ 

ガス焚 

温水ヒーター 
34.4 0.0296 0.00024 493.2 230 55 

ガス給湯器 9.0 0.0077 0.00006 129.0 100 55 

４ 
ガス焚 

温水ボイラ 
53.7 0.0473 0.00041 788.4 110 125 

５ 
ガス焚 

温水ボイラ 
45.3 0.0389 0.00032 648.0 210 181 

６ 
ガス焚 

温水ボイラ 
57.3 0.0492 0.00041 820.8 230 181 

７ 
ガス焚 

温水ボイラ 
57.3 0.0492 0.00041 820.8 230 125 

８ 
ガス焚 

温水ボイラ 
73.6 0.0633 0.00052 1,054.8 210 125 

９ 

吸収式 

冷温水発生機 
88.3 0.0413 0.00063 1,033.1 150 125 

ジェネリンク 173.8 0.0813 0.00123 2,033.5 150 125 

ガス焚 

温水ボイラ 
152.0 0.2298 0.00108 2,089.0 270 125 

10 

吸収式 

冷温水発生機 
280.2 0.1967 0.00199 3,278.0 150 125 

ガス焚 

温水ボイラ 
348.0 0.8352 0.00247 4,884.0 270 125 

11 

冷温水発生機 420.0 0.3506 0.00298 5,843.6 150 191.3 

温水ボイラ 463.0 1.1638 0.00329 6,806.1 270 191.3 

12

～

14 

コージェネレー

ションシステム
174.5 0.3509 0.00124 3,509.0 177 39.1 

15 バイオ用ボイラ 30.0 0.0165 0.00021 206.0 285 39.1 

16 

バイオ用コージ

ェネレーション

システム 

13.0 0.0152 0.00009 101.4 120 39.1 

17,

18 
温水器 83.6 0.0609 0.00059 1,015.2 80 37.4 

19,

20 
温水器 60.0 0.0437 0.00043 728.6 80 37.4 

注：ＳＰＭ排出量は「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル」（浮遊粒子状物質対策検討会、平成９年）記

載の排出係数（0.0071kg/103ｍ3）を用いて算出した。 
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表 5-2-10 自動車の大気汚染物質排出原単位 

（ｇ/台・km） 

区分 
窒素酸化物 浮遊粒子状物質

備 考 
10km/h 10km/h 

小型車 0.016 0.034 
環境省資料の大阪府における乗用車

の値 

大型車 4.038 0.076 
環境省資料の大阪府における普通貨

物車の値 

注：1.排出原単位は平成 28 年度の値を用いた。 

  2.浮遊粒子状物質の排出原単位は粒子状物質（ＰＭ）原単位を用いた。 

 

表 5-2-11 排出原単位の縦断勾配による補正係数 

 

項目 車種 速度区分 縦断勾配 i(%) 補正係数 

窒素酸化物 

小型車 60km/h 未満 
0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.40i 

1+0.08i 

大型車 60km/h 未満 
0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.52i 

1+0.15i 

浮遊粒子状物質 

小型車 60km/h 未満 
0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.50i 

1+0.08i 

大型車 60km/h 未満 
0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.25i 

1+0.11i 

注：表中の縦断勾配の適用範囲は±４％までであるが、上り方向には４％超にも適用し、下り方

向には－４％までを適用範囲とした。 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年） 

 

表 5-2-12 大気汚染物質排出量 

 

区分 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 

固定発生源 169,248kg/年 442kg/年 

移動発生源 277kg/年 43kg/年 
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図 5-2-6 排出源位置 
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ウ．有効煙突高 

固定発生源の有効煙突高は、以下の式により設定した。 

（ア）有風時（風速 1.0ｍ/ｓ以上） 

有風時は以下に示す CONCAWE の式を用いた。 
 

Ｈｅ＝Ｈ０＋ΔＨ 

ΔＨ＝0.0855・ＱＨ
1/2・ｕ-3/4 

 

Ｈｅ ：有効煙突高（ｍ） 

Ｈ０ ：排出口の実高さ（ｍ） 

ΔＨ ：排出ガス上昇高（ｍ） 

ＱＨ ：排出熱量（Ｊ/ｓ） 

ｕ ：風速（ｍ/ｓ） 

 

ＱＨ＝ρＣＰＱΔＴ 

ρ ：０℃における排出ガス密度（1.293×103g/ｍ3） 

ＣＰ ：定圧比熱（1.0056Ｊ/(Ｋ・ｇ)） 

Ｑ ：単位時間あたりの排出ガス量（ｍ3
Ｎ/ｓ） 

ΔＴ ：排出ガス温度（ＴＧ）と気温との温度差（ＴＧ－15℃） 

 

（イ）無風時（風速 0.4ｍ/ｓ以下）、弱風時（風速 0.5～0.9ｍ/ｓ） 

以下に示す Briggs 式と風速２ｍ/ｓにおける CONCAWE の式を、無風時は

風速 0.4ｍ/ｓで、弱風時は風速 0.7ｍ/ｓで線形内挿することにより、有

効煙突高を求めた。 
 

Ｈｅ＝Ｈ０＋ΔＨ 

ΔＨ＝0.979・ＱＨ
1/4・（ｄθ/ｄｚ）-3/8 

 

ｄθ/ｄｚ：温位傾度 昼：0.003、夜：0.010（℃/ｍ） 

 

他は有風時と同じ 
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（ｅ）気象モデル 

ア．風向・風速 

聖賢小学校局における平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日の１年間

の風向、風速データを用いた。風向は 16 方位とし、風速は表 5-2-13 に示す

風速階級に区分した。稼動時間帯（ガス炊き吸収式冷温水発生機、ジェネリ

ンク、ガス焚ボイラ（152.0、348.0ｍ3N/h）：７時～22 時）、（その他の機

器）：０時～24 時に対応する、８時～22 時、１時～24 時それぞれの毎正時

のデータによる風配図は、図 5-2-7 に示すとおりである。 

 

表 5-2-13 風速区分 

単位：ｍ/ｓ 

区分 無風時 （弱風時） 有風時 

風速階級 ≦0.4 0.5～0.9 1.0～1.9 2.0～2.9 3.0～3.9 4.0～5.9 6.0～7.9 8.0≦ 

代表風速 － 0.7 1.5 2.5 3.5 5.0 7.0 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-7 風配図 

地点：聖賢小学校 

期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日

全日 
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風速の高度補正は、次のべき法則を用いた。なお、Ｐ値は表 5-2-14 に示

す値を用いた。 

    ｕ＝ｕ０（Ｈｅ/Ｈ０）Ｐ 

ｕ ：高さ（Ｈｅ）の推定風速（m/s） 

ｕ０ ：測定高さＨ０（＝19ｍ）の風速（m/s） 

Ｐ ：べき指数 

 

表 5-2-14 風速の高度補正のＰ値 

 

パスキル

安定度 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ＦとＧ 

Ｐ値 0.150 0.225 0.300 0.375 0.375 0.450 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」 

（公害研究対策センター、平成 12 年） 

 

イ．大気安定度 

大気安定度は、平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日の１年間の聖賢

小学校局における風速及び大阪管区気象台における日射量及び雲量のうち、

稼動時間帯（ガス炊き吸収式冷温水発生機、ジェネリンク、ガス焚ボイラ

（152.0、348.0ｍ3N/h）：７時～22 時）、（その他の機器）：０時～24 時

に対応する、８時～22 時、１時～24 時それぞれについて、表 5-2-15 に示す

パスキル安定度階級分類表（放射収支量がない場合）により分類した。その

結果は、図 5-2-8 に示すとおりである。 

 

表 5-2-15 パスキル安定度階級分類表（放射収支量がない場合） 

 

風速ｕ 
（ｍ/ｓ） 

昼間 日射量（T)kW/ｍ2 夜間  雲 量 

T≧0.60 
0.60＞T
≧0.30 

0.30＞T
≧0.15 

0.15＞T
本 雲 
(８～10)

上層雲(５～10) 

中･下層雲(５～７）

雲量 
(０～４) 

＜２ Ａ Ａ－Ｂ Ｂ Ｄ Ｄ Ｇ Ｇ 

２≦u＜３ Ａ－Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ Ｆ 

３≦u＜４ Ｂ Ｂ－Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｅ 

４≦u＜６ Ｃ Ｃ－Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

６≦u Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（公害研究対策センター、平成 12 年） 
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図 5-2-8 大気安定度出現頻度 

 

 

（ｆ）バックグラウンド濃度 

窒素酸化物、浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度は、菅北小学校局にお

ける平成 30 年度の年平均値を用いた。 

窒素酸化物（ＮＯＸ）の年平均値は 0.021ppm、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の

年平均値は 0.021mg/ｍ3である。 

 

地点：聖賢小学校 

期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日
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③ 予測結果 

ａ．二酸化窒素 

施設の供用により発生する排出ガスによる二酸化窒素（ＮＯ２）への影響の予

測結果は、表 5-2-16 に示すとおりである。また、周辺地域における窒素酸化物

（ＮＯＸ）の寄与濃度（年平均値）は図 5-2-9 に示すとおりである。 

施設の供用による窒素酸化物（ＮＯＸ）の寄与濃度の周辺住居地域等における

最大着地濃度地点は、事業計画地東側住居地点となり、最大着地濃度の年平均値

は 0.0013ppm となると予測される。 

また、二酸化窒素（ＮＯ２）の日平均値の年間 98％値は、最大で 0.038ppm と

なり、環境基準値及び大阪市環境基本計画の目標値を下回ると予測される。 

 

表 5-2-16 施設の供用により発生する排出ガスの予測結果と環境基準値等との比較 

（二酸化窒素） 

 

予測 

時期 

予測 

対象 

窒素酸化物（ＮＯＸ）年平均値 
二酸化窒素 

（ＮＯ２） 

環境 

基準値 

大阪市 

環境基本

計画の 

目標値 

寄与濃度の 

最大着地 

濃度 

(ppm) 

① 

バック 

グラウンド

濃 度 

(ppm) 

② 

環境濃度

(ppm) 

 

 

(=①+②)

年平均値

(ppm) 

 

 

 

日平均値の

年間 98％値 

(ppm) 

 

 

施設 

供用時 

周辺 

住居 

地域等 

0.0013 0.021 0.0223 0.0178 0.038 

１ 時 間 値
の 日 平 均
値が 0.04
～ 0.06ppm
の ゾ ー ン
内 ま た は
そ れ 以 下
で あ る こ
と 

１ 時 間 値
の 日 平 均
値 0.04ppm
以 下 を め
ざす 

注：1.寄与濃度の最大着地濃度は、事業計画地周辺の住居地域等において着地濃度が最大となる住居

地点における濃度である。 

  2.バックグラウンド濃度は菅北小学校局の平成 30 年度年平均値とした。 
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図 5-2-9 施設供用時の窒素酸化物寄与濃度（年平均値） 
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ｂ．浮遊粒子状物質 

施設の供用により発生する排出ガスによる、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）への影

響の予測結果は表 5-2-17 に示すとおりである。また、周辺地域における寄与濃

度（年平均値）は図 5-2-10 に示すとおりである。 

施設の供用による浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の寄与濃度の周辺住居地域等にお

ける最大着地濃度地点は、事業計画地西側住居地点となり、最大着地濃度の年平

均値は 0.00038mg/ｍ3となると予測される。 

また、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の日平均値の２％除外値は、最大で 0.048 

mg/ｍ3となり、環境基準値を下回ると予測される。 

 

表 5-2-17 施設の供用により発生する排出ガスの予測結果と環境基準値との比較 

（浮遊粒子状物質） 

 

予測時期 予測対象 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）年平均値  

 

日平均値の 

２％除外値 

(mg/ｍ3) 

環境基準値

寄与濃度の 

最大着地濃度

(mg/ｍ3) 

 

① 

バック 

グラウンド

濃 度 

(mg/ｍ3) 

② 

環境濃度

(mg/ｍ3)

 

 

(=①+②)

施設 

供用時 

周辺住居 

地域等 
0.00038 0.021 0.02138 0.048 

１時間値の

日平均値が

0.10mg/ｍ3

以下である

こと 

注：1.寄与濃度の最大着地濃度は、事業計画地周辺の住居地域等において着地濃度が最大とな

る住居地点における濃度である。 

  2.バックグラウンド濃度は菅北小学校局の平成 30 年度年平均値とした。 
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図 5-2-10 施設供用時の浮遊粒子状物質寄与濃度（年平均値） 
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④ 評価 

ａ．環境保全目標 

大気質についての環境保全目標は、「環境への影響を最小限にとどめるよう、

環境保全について配慮されていること」、「環境基本法に定められた環境基準の

達成と維持に支障がないこと」、「大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に

関する条例に定められた排出基準、総量規制基準、規制基準等に適合すること」、

「大阪市環境基本計画の目標、方針の達成と維持に支障がないこと」とし、本事

業の実施が事業計画地周辺の大気質に及ぼす影響について、予測結果を環境保全

目標に照らして評価した。 

 

ｂ．評価結果 

施設の供用により発生する排出ガスの予測結果は、表 5-2-16、17 に示したと

おりであり、いずれの項目についても、寄与濃度はバックグラウンド濃度に比べ

て小さく、環境濃度は環境基準値を下回ると予測された。 

また、本事業では空調設備等からの排気についてはできる限り低層部及び中・

高層部の屋上等から行う計画とする。施設関連車両についても、駐車場台数を必

要最小限とするとともに、ＪＲ大阪駅とはグランフロント大阪等を経由しデッキ

を介して連絡できるような整備を行い、ホームページでの案内等により公共交通

機関の利用を促進する。また、レンタサイクル等の導入について検討するなど、

台数の抑制に努める。これらのことにより、周辺環境への影響をできる限り軽減

する。 

以上のことから、周辺環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全について

配慮されていること、事業による影響は、環境基準の達成と維持に支障がないこ

とから、環境保全目標を満足するものと評価する。 


